
〇市では、「ふるさと納税」のお礼の品に陸前高田市シルバー人材センターによる
草刈りサービスを追加しました。 
 陸前高田市外にお住まいの方は是非ご活用ください。 
 
  

 「ふるさと納税」制度とは、ふるさとを応援したい、貢献したいと思う地方自  
 治体へ寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、お住まいになっ 
 ている地方自治体の個人住民税所得割及び所得税が控除される制度です。 
 
  
 
〇ふるさと納税の手続きや控除額のシミュレーションは、 

ふるさと納税ポータルサイト『ふるさとチョイス』からお願いします。 

 
 
 
 
 
 
〇サービス内容 
 ①草刈り作業 ②片付け作業 ③草処理作業 ④作業終了報告 

〇寄付金額と草刈り面積 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ふるさと納税の寄付金額であり、実際の草刈り代金とは異なります。 
〇消費期限 1年間有効 
〇事業者  陸前高田市シルバー人材センター 

陸前高田市 復興局 市街地整備課 

第２１号 

令和３年２月１日発行 

土地登記や住所（連絡先）の変更は、当課にご連絡ください 

・土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合 

・未登記の借地権を取得した場合 

・お引越しによる住所変更など連絡先に変更が生じた場合 

 （市民課に転居届を提出した後に、必ず市街地整備課にもご連絡ください） 

・婚姻などにより氏名等に変更が生じた場合 

 土地区画整理事業の進捗に合わせ、重要な文書の送付やご連絡を行う頻度が増してきます。 

次のような場合は、所定の様式をお送りしますので届け出てください。 

  土地区画整理事業地区内の土地の管理について（お願い） 

  ≪適正な管理をお願いします≫ 

１ 

  
 土地区画整理事業によりお引渡しした土地について、適正な管理をお願いします。 
  
 ◇適正に管理しないと近隣住民に迷惑をかけるおそれがあります。 
 ・雑草が繁茂し、害虫の発生や廃棄物の不法投棄場所になる可能性があります。 
 ・火災発生の原因につながります。 
 ・道路の見通しが悪くなり、交通事故の原因になります。 

before after 

  草刈りサービス（ふるさと納税）の活用について 
 
１ 

 高田地区・今泉地区では、土地区画整理事業の進捗に伴い、事業計画の変更に関

する説明会を開催します。また、事業計画案の縦覧及び意見書の受付を行います。  

（２）説明内容 
 

 ① 事業計画変更（案）について 

  ・土地利用計画の見直しについて…道路･公園･緑地等の形状変更 等 

  ・資金計画の見直しについて 
 

 ② 今後の土地区画整理事業の流れ等について 

  ・縦覧、意見書の提出について 

  ・今後の土地区画整理事業（換地の手続き）の流れ 

  ・整備スケジュール 

開 催 日 時 間 会 場 

１０月２９日（木）  １８時３０分～ ●●● 

（１）日時・会場 

案   件 
高田地区土地区画整理事業 

今泉地区土地区画整理事業 

縦
 
覧
 

期 間 
１０月２８日(水)～１１月１０日(火) 

８時３０分から１７時１５分まで（土・日・祝日を含む） 

場 所 陸前高田市役所 東棟●階第●会議室 

意
見
書
 

提出期間 １１月１１日(水)～１１月２４日(火) 

提出先 
 〒０２０－８５７０（住所不要） 

 岩手県県土整備部都市計画課 

（３）縦覧および意見書の受付              

 今後も、随時宅地の引渡しを進めてまいりますので、引き続き本事業へのご理解

・ご協力よろしくお願いします。 

 令和２年２月から令和２年１０月までに、下表のとおり、宅地の引渡しを行いま

した。 

 高田地区（計１３７画地） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 今泉地区（計１５０画地） 

令和 ２年 ３月１５日～ かさ上げ⑦ほか ８２画地 

令和 ２年 ７月１９日 かさ上げ① ６２画地 

令和 ２年 ９月２５日 かさ上げ③ ６画地 

令和 ２年 ２月２８日 かさ上げ宅地（ＫC３６街区ほか） ７画地 

令和 ２年 ３月２・２３日 かさ上げ宅地（ＫＡ０８街区ほか） １１６画地 

令和 ２年 ５月２８日 かさ上げ宅地（ＫC03街区） ５画地 

令和 ２年 ６月２６日 かさ上げ宅地（ＫC33街区） ４画地 

令和 ２年 ７月３１日 かさ上げ宅地（HB01街区） １画地 

令和 ２年 ９月３０日 かさ上げ宅地（HA03街区） ４画地 

  高田・今泉地区 宅地引渡しを行いました ２ 

  高田・今泉地区 土地区画整理審議会を開催しました ３ 

 高田地区第１７回（１月３１日）、今泉地区第１７回（６月１２日）土地区画整
理事業審議会を開催しました。以下の議案について諮問し、承認されました。 

○高田地区第１７回（１月３１日） 

  諮問３５ 特別の宅地に関する措置について 

       換地計画を踏まえ、高台４東北電力㈱の鉄塔用地について、 

      換地上、その位置、地積等に特別な扱いをすることの承認を 
      得ました。 

  諮問３６ 仮換地指定変更について 

       事業計画変更（道路、公園等の公共施設の形状変更に伴う 

      宅地形状の変更）について承認を得ました。   

○今泉地区第１７回（6月１2日） 

  諮問２７ 保留地の決定について 

   

  土地区画整理事業地区内の土地の管理について（お願い） 

  ≪適正な管理をお願いします≫ 

 土地区画整理事業によりお引渡しした土地について、適正な管理をお願いします。 
  
 ◇適正に管理しないと近隣住民に迷惑をかけるおそれがあります。 
 ・雑草が繁茂し、害虫の発生や廃棄物の不法投棄場所になる可能性があります。 
 ・火災発生の原因につながります。 
 ・道路の見通しが悪くなり、交通事故の原因になります。 

before after 

２ 

寄付金額※ （面 積） 寄付金額 （面 積） 

35,000円 （100㎡まで） 100,000円 （500㎡まで） 

50,000円 （200㎡まで） 120,000円 （600㎡まで） 

70,000円 （300㎡まで） 140,000円 （700㎡まで） 

85,000円 （400㎡まで） 

ふるさとチョイス 陸前高田市 検 索 

 高田・今泉地区における今後の事業の主な流れは、以下のとおり予定しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※上記のスケジュールは、関係機関との協議等により変動する場合があります。 

  高田・今泉地区 今後の事業の流れ(予定)について ２ 

土地区画整理審議会(換地計画の諮問) 
      高田地区：Ｒ３．４頃   今泉地区：Ｒ３．２頃 

清算金等に関するお知らせ 
      高田地区：Ｒ３．２    今泉地区：Ｒ３．１ 

換地計画の縦覧(縦覧期間２週間) 
      高田地区：Ｒ３．５頃   今泉地区：Ｒ３．３頃 

換地計画の認可 
      高田地区：Ｒ３．７頃   今泉地区：Ｒ３．５頃 

換地処分の通知 
      高田地区：Ｒ３．９頃   今泉地区：Ｒ３．６頃 

換地処分の公告 
      高田地区：Ｒ４．１頃   今泉地区：Ｒ３．１１頃 

字界地番の変更(住所の変更) 
      高田地区：Ｒ４．１頃   今泉地区：Ｒ３．１１頃 

区画整理登記(登記閉鎖) 
  高田地区：Ｒ４．１頃～５頃  今泉地区：Ｒ３.１１頃～Ｒ４. ２頃 

清算金事務（金額の通知 清算金徴収・交付） 
      高田地区：Ｒ４．７以降   今泉地区：Ｒ４．４以降 



 今後も、随時宅地の引渡しを進めてまいりますので、引き続き本事業へのご理解

・ご協力よろしくお願いします。 

  高田・今泉地区 事業計画変更が認可されました ３ 

 平成３１年２月から令和２年１月までに、下表のとおり、宅地の引渡しを行いま

した。今泉地区は平成３１年３月で、すべての高台部の宅地引渡しを完了しました。 

 高田地区（計４０３画地） 

 

 

 

 

 

 今泉地区（計２８８画地） 

平成３１年 ３月２４日 高台２・かさ上げ⑧ほか ８４画地 

令和 元年１０月 ６日 かさ上げ⑤ ４７画地 

令和 元年１２月２０日～ かさ上げ⑥・⑬ほか ３０画地 

令和 ２年 １月１１日～ かさ上げ②・④・⑩ほか １２７画地 

平成３１年 ３月１７・１８・２４日 かさ上げ宅地（ＫＢ１６街区ほか） ２６１画地 

令和 元年 ８月２５日 かさ上げ宅地（ＫＡ０１街区ほか） ４９画地 

令和 元年 ９月２９日 かさ上げ宅地（ＫＡ０９街区ほか） ３６画地 

令和 元年１２月２３日 かさ上げ宅地（ＫＢ０７街区ほか） ５７画地 

お
問
い
合
わ
せ
先 

事業受託者： 

独立行政法人都市再生機構（UR都市機構） 

岩手震災復興支援本部 陸前高田復興支援事務所 

 〒029-2203 

 陸前高田市竹駒町字相川28-1 

 TEL 0192-53-2630 

事業施行者： 

陸前高田市 復興局 市街地整備課 

 〒029-2292 

 陸前高田市高田町字鳴石42-5 

 TEL 0192-54-2111（代表） 

  （内線：高田443・今泉453） 

 高田・今泉地区では、かさ上げ部及び平地部で利用予定のない土地を有効に利活

用してもらうため、「土地利活用促進バンク制度」の運用を平成３１年１月より開

始しております。土地の利活用が未定で登録がまだの方はお気軽にご相談ください。 

 ＜制度の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜土地利活用バンク掲載イメージ＞ 

 

 

高田地区 

  高田・今泉地区 土地利活用促進バンク制度の運用について ５ 

陸
前
高
田
市 

①物件登録申込み 

②物件登録完了通知 
③ホームページ・窓口 
 で情報を公開 

④利用申込み 

⑤連絡・調整 ⑤連絡・調整 

⑥売買・賃貸借の交渉・契約 

（
貸
し
た
い
・
売
り
た
い
人
） 

土
地
所
有
者 

利
用
希
望
者 

（
借
り
た
い
・
買
い
た
い
人
） 

今泉地区 

  高田・今泉地区 宅地引渡しを行いました ４ 

 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更（第８回）及び今泉

地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更（第６回）が、令和元年５

月２３日付けで岩手県知事の認可を受けました。 

 ＜変更内容＞ 

 

 

 

 

 
 また、高田地区事業計画変更（第９回）及び今泉地区事業計画変更（第７回）

が令和２年１月９日付けで変更許可を受けました。 

 ＜変更内容＞ 

高田地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第８回） 

今泉地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第６回） 

土地利用計画
の見直し 

(１) 道路、公園・緑地及び河川・ 
  水路の形状の見直し 
(２) (１)に伴う宅地形状の変更 

(１) 道路及び公園・緑地等の形状 
  の見直し 
(２) 宅地形状の見直し 

事業費 ６７０．０億円→７２２．５億円 ８２７．２億円→８３３．２億円 

高田地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第９回） 

今泉地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第７回） 

土地利用計画
の見直し 

(１) 道路及び公園の形状の見直し 変更なし 

事業費 ７２２．５億円→７５７．６億円 ８３３．２億円→８９０．６億円 

土地登記や住所（連絡先）の変更は、当課にご連絡ください 

・土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合 

・未登記の借地権を取得した場合 

・お引越しによる住所変更など連絡先に変更が生じた場合 

 （市民課に転居届を提出した後に、必ず市街地整備課にもご連絡ください） 

・婚姻などにより氏名等に変更が生じた場合 

 土地区画整理事業の進捗に合わせ、重要な文書の送付やご連絡を行う頻度が増してきます。 

次のような場合は、所定の様式をお送りしますので届け出てください。 

  高田・今泉地区 事業計画変更が認可されました ３ 

 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更（第１０回）及び今

泉地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更（第８回）が、令和２年

１２月２５日付けで岩手県知事の認可を受けました。 

 ＜変更内容＞ 

 

 

 

 

 
  

高田地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第１０回） 

今泉地区土地区画整理事業 
事業計画変更（第８回） 

土地利用計画
の見直し 

(１) 道路、公園・緑地及び河川・ 
  水路の形状の見直し 
(２)実施測量に伴う宅地面積の変更 
(３)鉄道事業廃止に伴う鉄道用地の 
   廃止 
(４)新市庁舎建設地の変更（住宅等 
   →公共公益施設用地（官公署）） 

(１) 道路、公園・緑地及び河川・ 
  水路の形状の見直し 
(２)実施測量に伴う宅地面積の変更 
 
 
 
 

事業費 ７５７．６億円→７６６．３億円 ８９０．６億円→８９１．１億円 

  高田・今泉地区 土地区画整理審議会を開催しました ４ 

 高田地区第１８回（令和３年１月７日）、今泉地区第１８回（令和２年１０月 
２３日）及び第１９回（令和３年１月７日）土地区画整理審議会を開催しました。
以下の議案について諮問し、承認されました。 
 

○高田地区第１８回（令和３年１月７日） 

  諮問３７ 特別の宅地に関する措置について・・・換地不交付 

  諮問３８ 保留地の変更について・・・事業計画変更に伴う面積変更 

  諮問３９ 仮換地指定変更について・・・事業計画変更に伴う換地変更 

○今泉地区第１８回（令和２年１０月２３日） 

  諮問２８ 保留地の変更について・・・ ・市換地との入れ替え 

  諮問２９ 保留地を定めることについて 

  諮問３０ 仮換地指定変更について・・・保留地との入れ替え 

  諮問３１ 仮換地指定について・・・・・市有地の指定 

○今泉地区第１９回（令和３年１月７日） 

  諮問３２ 仮換地指定変更について・・・事業計画変更に伴う換地変更 

 

      ←詳細につきましては 
        こちらからご確認下  
        さい。 

  デジタルサイネージでの動画掲載 ６ 
 まちなかの復興の様子をまとめた動画を市内に設置

するデジタルサイネージで上映します。デジタルサイ

ネージは1月中旬から順次、アバッセたかた、チャレ

ンジショップ、ほんまるの家、陸前高田駅、道の駅に

設置されます。なお、右記のQRコードからも動画を

ご覧になれますので、ぜひご覧ください。 

（youtubeで「陸前高田 UR都市機構」で検索） 

UR都市機構 
公式youtube 

https://youtu.be
/yXfUPbhmrLI 

https://youtu.be/yXfUPbhmrLI
https://youtu.be/yXfUPbhmrLI

